
平
成
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
係
る
電
波
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
地
域
に
お
い
て
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
七
十
一
条
の
二
第
一

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
周
波
数
の
使
用
の
期
限
が
到
来
す
る
前
に
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
（
同
法
附
則
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
百
三
条
の
二
第
四
項
第
十
号
の
二
に
規
定
す
る
地

上
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
受
信
に
必
要
な
設
備
を
整
備
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
処
す
る
た
め
、
同
法
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
周
波
数
変
更
対
策
業
務
に
係
る
周
波
数
の
使
用
の
期
限
の
特
例
）

第
二
条
　
総
務
大
臣
は
、
電
波
法
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
岩
手
県
、
宮
城
県
又
は
福
島
県
に
お
け
る
同
号
に
規
定
す
る
特
定
の
無
線
局
区
分
の
周
波
数
の
使
用
の
期
限
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
三
年

三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
当
該
地
域
に
お
い
て
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
受
信
に
必
要
な
設
備
を
整
備
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
状
況
及
び
当
該
状
況
の
改
善
に
必
要
と
見
込
ま

れ
る
期
間
を
勘
案
し
、
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
四
日
を
限
度
と
し
て
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
四
日
に
お
い
て
前
項
の
周
波
数
を
使
用
す
る
無
線
局
の
免
許
の
有
効
期
間
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
当
該
周
波
数
の
使
用
の
期
限
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
無
線

局
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
無
線
局
の
免
許
状
に
記
載
さ
れ
た
免
許
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
電
波
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
訂
正
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
電
波
利
用
料
の
特
例
）

第
三
条
　
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
の
有
効
期
間
を
延
長
さ
れ
た
無
線
局
の
免
許
人
は
、
電
波
法
第
百
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
延
長
さ
れ
た
無
線
局
の
免
許
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
、
電
波
利
用
料
を

国
に
納
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
四
条
　
第
二
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
電
波
法
附
則
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
百
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
十
の
二
　
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

（
人
工
衛
星
局
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
信
す
る
こ
と
の
で
き
る
受
信
設
備
を
設
置
し
て
い
る
者
（
デ
ジ
タ
ル
信
号
に
よ
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
う
ち
、
静
止
し
、
又
は
移
動
す
る
事

物
の
瞬
間
的
影
像
及
び
こ
れ
に
伴
う
音
声
そ
の
他
の
音
響
を
送
る
放
送
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
」
と
い
う
。
）
を
受
信
す
る
こ
と
の
で
き
る
受
信
設
備
を
設
置
し
て
い
る
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
経
済
的
困

難
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
受
信
が
困
難
な
者
に
対
し
て
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
受
信
に
必
要
な
設
備
の
整
備
の
た
め
に
行
う
補
助
金
の
交
付
そ
の
他
の
援
助
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
の
二
　
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

（
人
工
衛
星
局
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
信
す
る
こ
と
の
で
き
る
受
信
設
備
を
設
置
し
て
い
る
者
（
デ
ジ
タ
ル
信
号
に
よ
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
う
ち
、
静
止
し
、
又
は
移
動
す
る
事

物
の
瞬
間
的
影
像
及
び
こ
れ
に
伴
う
音
声
そ
の
他
の
音
響
を
送
る
放
送
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
」
と
い
う
。
）
を
受
信
す
る
こ
と
の
で
き
る
受
信
設
備
を
設
置
し
て
い
る
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
経
済
的
困

難
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
受
信
が
困
難
な
者
に
対
し
て
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
受
信
に
必
要
な
設
備
の
整
備
の
た
め
に
行
う
補
助
金
の
交
付
そ
の
他
の
援
助
／
十
の
三
　
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
地
上
デ
ジ
タ

ル
放
送
に
係
る
電
波
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
免
許
の
有
効
期
間
を
延
長
さ
れ
た
無
線
局
の
当
該
延
長
さ
れ
た

期
間
の
運
用
に
要
す
る
費
用
の
助
成
」
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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